
公益社団法人 岩手県看護協会 

        ▲令和 8年 4月 22 日発生『大槌町林野火災』に係る派遣調整の経過 ▲ 

日時 内  容 当 会 の 対 応 等 

4/24 

（金） 

県医療政策室より 

・大槌町の避難所に災害支援ナースの派遣要請あり。 

➡災害支援ナース所属施設に連絡し派遣依頼。2 班 8 名を確保。1 班は 4/25

（土）から 2 泊 3 日、集合場所・時間等を連絡。盛岡管内の支援ナースに必要

物品等（リュック一式）の持参を依頼。 

➡日看協へ「報告書第 1 報」を送付。 

➡支援ナースの看護職賠償責任保険加入を手続き。 

 

4/25 

（土） 

 ➡第 1 班へ毎日の動動内容を翌日に口頭報告するよう依頼（土日は携帯へ）。 

 

4/26 

（日） 

岩手医大・救急災害医学講座助教より（大槌在中） 

・日中は避難者が少なく、夜間に避難所に戻ってくるので夜間

支援の必要性があるかもしれない。避難所宿泊の可能性を鑑み

協会でも対応願いたい。 

 

➡対応可能であり、4/27 出発の第 2 班にシュラフ他を 2 組の支援ナースに持参

を依頼。 

4/27 

（月） 

県医療政策室より 

・ （連休に入ることから）5/9 頃までの派遣調整の依頼あり。 

・避難所は事務方 3 名が夜間常駐しているが、看護職の当直は

決定ではない。 

日看協・松本常任理事より 

・災害お見舞いの電話あり。 

 

➡8：30 協会役員等で以下について共有。 

・第 2 班から宿泊準備品を携帯させる。 

・第 3・4 班の各 4 名を確保。 

 

 

➡15:30 県保健医療福祉調整本部会議（Web）に会長他、役員等出席。 
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4/28 

（火） 

県医療政策室より 

・明日、当室職員が県庁 4 階の本部要員として出勤するので、

何か情報があれば、明後日 30 日にお知らせするとの事。 

 

県医療政策室より（18:20 受電） 

・災害支援ナースの派遣終了の連絡あり。予定の方々への対応

をお願いしたい。 

 

➡第 3・4 班の派遣施設等へ詳細情報を提供。3 班の支援ナースに不足物品（ビ

ブス等）の持参を依頼。 

➡第 3・4 班 8 名の賠責保険加入を手続き。 

 

 

➡派遣予定の 8 名へ派遣終了の件を連絡 

➡4/29 帰着の第 2 班の支援ナースへ派遣終了を連絡。 

4/29 

（水・祝） 

 

 ➡災害支援ナース派遣終了について、関係施設の看護管理者へお礼含めメール送

付。 

4/30 

（木） 

協会より医療政策室に確認事項 

・宿泊キャンセル料、看護職賠償責任保険の加入費用の県負担

について、後日各施設に連絡する予定。 

・看護協会の派遣調整業務、衛生材料等の費用弁済についても

連絡するとの事。 

 

➡派遣済み及び検討中の 12 施設の看護管理者へ派遣終了とお礼のため電話を入

れる（県の費用負担は後日処理予定も伝える）。 

 

 

➡16:30 県保健医療福祉調整本部 会議（Web） ※この会議をもって終了 

   （当会は欠席） 

5/7 

（木） 

2 班・災害支援ナースより 

・9 時 災害物品等の返却あり。SPO2 モニター1 台が行方不明だ

が大船渡保健所に紛れたかもしれない。 

・5/8 活動日誌持参。 

 

 

➡荷物等受領。 

SPO2 モニターについては、どこかで利用してもらえることで了解。 

 


